
平
成
六
年
政
令
第
三
百
八
号

特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
物
質
及
び
特
定
物
質
代
替
物
質
等
）

第
一
条
　
特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
特
定
物
質
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
物
質
は
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
三
項
の
特
定
物
質
等
の
種
類
は
、
特
定
物
質
に
つ
い
て
は
別
表
第
一
の
上
欄
に
、
特
定
物
質
代
替
物
質
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
代
替
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
別
表
第
二
の
上
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

４
　
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

５
　
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
地
球
温
暖
化
係
数
は
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
代
替
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
一
定
数
量
以
下
の
特
定
物
質
等
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
一
定
数
量
以
下
の
特
定
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
特
定
物
質
等
の
種
類
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
区
分
に
属
す
る
特
定
物
質
等
の
数
量
の
合
計
が
一
規
制
年
度
に
つ
き
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
下
の
当
該
区
分
に
属
す
る
特
定
物
質
等
と
す
る
。

一
　
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

二
　
議
定
書
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
及
び
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
物
質
等
及
び
特
定
用
途
）

第
三
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
物
質
等
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

（
製
造
数
量
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
）

第
四
条
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
そ
の
製
造
す
る
検
疫
用
臭
化
メ
チ
ル
く
ん
蒸
剤
に
つ
い
て
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
臭
化
メ
チ
ル
の
製
造
業
者

が
、
当
該
登
録
に
係
る
検
疫
用
臭
化
メ
チ
ル
く
ん
蒸
剤
の
容
器
に
貨
物
の
輸
出
入
に
際
し
て
行
う
検
疫
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
表
示
を
し
て
、
こ
れ
を
他
の
者
に
売
り
渡
す
場
合
と
す
る
。

（
農
林
水
産
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
特
定
物
質
）

第
五
条
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
特
定
物
質
は
、
臭
化
メ
チ
ル
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
数
量
を
定
め
る
政
令
の
廃
止
）

２
　
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
数
量
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
物
質
等
及
び
特
定
用
途
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

３
　
平
成
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
中
「
臭
化
メ
チ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
、
同
表
の
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
同
表
の
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
及
び
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
並
び
に
臭
化
メ
チ
ル
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
」
と
、
「
貨
物
の
輸
出
入
に
際
し
て
行
う
検
疫
」
と
あ
る
の
は
「
同

表
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
、
同
表
の
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
同
表
の
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
及
び
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
に
つ
い

て
は
試
験
研
究
及
び
分
析
、
臭
化
メ
チ
ル
に
つ
い
て
は
貨
物
の
輸
出
入
に
際
し
て
行
う
検
疫
、
大
気
中
の
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
又
は
物
品
若
し
く
は
植
物
に
混
入
し
、
若
し
く
は
付
着
し
て
い
る
臭
化
メ
チ
ル
の
量
の
測
定
、
当
該
測

定
に
用
い
る
計
量
器
の
校
正
及
び
試
験
研
究
（
臭
化
メ
チ
ル
の
毒
性
に
関
す
る
も
の
、
臭
化
メ
チ
ル
の
使
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
臭
化
メ
チ
ル
に
代
替
す
る
物
質
の
使
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
の
比
較
を
目
的
と
し
て
行
う

も
の
（
試
験
研
究
施
設
の
建
物
内
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
臭
化
メ
チ
ル
を
物
質
の
合
成
の
実
験
の
た
め
の
試
薬
と
し
て
使
用
す
る
も
の
（
当
該
臭
化
メ
チ
ル
が
破
壊
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
四
〇
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
十
一
月
二
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
以
下
「
議
定

書
改
正
発
効
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

は
、
改
正
後
の
別
表
六
の
項
又
は
七
の
項
に
掲
げ
る
物
質
の
製
造
で
あ
っ
て
、
平
成
八
年
一
月
一
日
前
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条
　
平
成
六
年
に
改
正
前
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
物
質
の
製
造
、
輸
出
又
は
輸
入
を
行
っ
た
者
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
製
造
数
量
、
輸
出
数
量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
事

項
を
通
商
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
を
行
っ
た
者
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
物
質
の
製
造
数
量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
通

商
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
商
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
　
改
正
後
の
別
表
六
の
項
又
は
七
の
項
に
掲
げ
る
物
質

二
　
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
議
定
書
改
正
発
効
日
の
前
日
ま
で
　
改
正
後
の
別
表
八
の
項
に
掲
げ
る
物
質

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
別
表
六
の
項
に
掲
げ
る
物
質
の
平
成
六
年
の
製
造
数
量
、
輸
出
数
量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
改
正
前
の
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
て
い

る
者
は
、
当
該
物
質
の
当
該
数
量
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

５
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を

科
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
報
告
）

第
五
条
　
通
商
産
業
大
臣
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
生
産
量
及
び
消
費
量
の
算
定
を
行
う
た
め
、
平
成
三
年
に
臭
化
メ
チ
ル
の
製
造
、
輸
出
又
は
輸
入
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
そ
の
数
量
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
通
商
産
業
大
臣
は
、
平
成
元
年
に
改
正
後
の
別
表
七
の
項
に
掲
げ
る
物
質
の
製
造
、
輸
出
又
は
輸
入
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
そ
の
数
量
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
五
日
政
令
第
四
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
五
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
八
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
別
表
八
の
項
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第
三
六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
四
日
政
令
第
二
八
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
三
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
八
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
九
日
政
令
第
三
八
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
四
一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
〇
日
政
令
第
二
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
特
定
物
質
の

規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
政
令
第
三
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
三
四
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

特
定
物
質
の
種
類

特
定
物
質

オ
ゾ
ン
破
壊
係
数

2



一
　
議
定
書
附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

（
一
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
）

一
・
〇

（
二
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
）

一
・
〇

（
三
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
三
）

〇
・
八

（
四
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
四
）

一
・
〇

（
五
）
　
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
五
）

〇
・
六

二
　
議
定
書
附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ

（
一
）
　
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン―

一
二
一
一
）

三
・
〇

（
二
）
　
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン―

一
三
〇
一
）

一
〇
・
〇

（
三
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン―

二
四
〇
二
）

六
・
〇

三
　
議
定
書
附
属
書
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

（
一
）
　
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
三
）

一
・
〇

（
二
）
　
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
一
）

一
・
〇

（
三
）
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
一
二
）

一
・
〇

（
四
）
　
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
一
）

一
・
〇

（
五
）
　
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
二
）

一
・
〇

（
六
）
　
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
三
）

一
・
〇

（
七
）
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
四
）

一
・
〇

（
八
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
五
）

一
・
〇

（
九
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
六
）

一
・
〇

（
一
〇
）
　
ク
ロ
ロ
ヘ
プ
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
七
）

一
・
〇

四
　
議
定
書
附
属
書
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ

四
塩
化
炭
素

一
・
一

五
　
議
定
書
附
属
書
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

〇
・
一

六
　
議
定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

（
一
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
一
）

〇
・
〇
四

（
二
）
　
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
）

〇
・
〇
五
五

（
三
）
　
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

三
一
）

〇
・
〇
二

（
四
）
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
一
）

〇
・
〇
四

（
五
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
二
）

〇
・
〇
八

（
六
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
三
）

１
　
二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
一―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
三
）

〇
・
〇
二

２
　
そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
六

（
七
）
　
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
四
）

１
　
二―

ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
一
・
二―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
四
）

〇
・
〇
二
二

２
　
そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
四

（
八
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
三
一
）

〇
・
〇
五

（
九
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
三
二
）

〇
・
〇
五

（
一
〇
）
　
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―
一
三
三
）

〇
・
〇
六

（
一
一
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
四
一
）

１
　
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ―

一―

フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
四
一
ｂ
）

〇
・
一
一

２
　
そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
七

（
一
二
）
　
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
四
二
）

１
　
一―

ク
ロ
ロ―

一
・
一―

ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
四
二
ｂ
）

〇
・
〇
六
五

２
　
そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
七

（
一
三
）
　
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
五
一
）

〇
・
〇
〇
五

（
一
四
）
　
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
一
）

〇
・
〇
七

（
一
五
）
　
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
二
）

〇
・
〇
九

（
一
六
）
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
三
）

〇
・
〇
八
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（
一
七
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
四
）

〇
・
〇
九

（
一
八
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
五
）

１
　
三
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
一
・
二
・
二―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
五
ｃ
ａ
）

〇
・
〇
二
五

２
　
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
二
・
二
・
三―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
五
ｃ
ｂ
）

〇
・
〇
三
三

３
　
そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
七

（
一
九
）
　
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
六
）

〇
・
一
〇

（
二
〇
）
　
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
三
一
）

〇
・
〇
九

（
二
一
）
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
三
二
）

〇
・
一
〇

（
二
二
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
三
三
）

〇
・
二
三

（
二
三
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
三
四
）

〇
・
二
八

（
二
四
）
　
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
三
五
）

〇
・
五
二

（
二
五
）
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
四
一
）

〇
・
〇
九

（
二
六
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
四
二
）

〇
・
一
三

（
二
七
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
四
三
）

〇
・
一
二

（
二
八
）
　
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
四
四
）

〇
・
一
四

（
二
九
）
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
五
一
）

〇
・
〇
一

（
三
〇
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
五
二
）

〇
・
〇
四

（
三
一
）
　
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
五
三
）

〇
・
〇
三

（
三
二
）
　
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
六
一
）

〇
・
〇
二

（
三
三
）
　
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
六
二
）

〇
・
〇
二

（
三
四
）
　
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
七
一
）

〇
・
〇
三

七
　
議
定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ

（
一
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

一
・
〇
〇

（
二
）
　
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｂ
Ｆ
Ｃ―

二
二
Ｂ
一
）

〇
・
七
四

（
三
）
　
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
七
三

（
四
）
　
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

〇
・
八

（
五
）
　
ト
リ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
八

（
六
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
六

（
七
）
　
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
二

（
八
）
　
ト
リ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
一

（
九
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
五

（
一
〇
）
　
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
六

（
一
一
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
七

（
一
二
）
　
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

一
・
一

（
一
三
）
　
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

〇
・
一

（
一
四
）
　
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
五

（
一
五
）
　
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
九

（
一
六
）
　
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
八

（
一
七
）
　
ト
リ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

二
・
二

（
一
八
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

二
・
〇

（
一
九
）
　
ブ
ロ
モ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

三
・
三

（
二
〇
）
　
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
九

（
二
一
）
　
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

二
・
一

（
二
二
）
　
ト
リ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

五
・
六

（
二
三
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
・
五
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（
二
四
）
　
ブ
ロ
モ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
四

（
二
五
）
　
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
九

（
二
六
）
　
ト
リ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

三
・
一

（
二
七
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

二
・
五

（
二
八
）
　
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

四
・
四

（
二
九
）
　
ト
リ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
三

（
三
〇
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
〇

（
三
一
）
　
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
八

（
三
二
）
　
ジ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
四

（
三
三
）
　
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
八

（
三
四
）
　
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
七

八
　
議
定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
一
二

九
　
議
定
書
附
属
書
Ｅ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

臭
化
メ
チ
ル

〇
・
六

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

特
定
物
質
代
替
物
質
の
種
類

特
定
物
質
代
替
物
質

地
球
温
暖
化
係
数

一
　
議
定
書
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

（
一
）
　
一
・
一
・
二
・
二―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

一
三
四
）

一
、
一
〇
〇

（
二
）
　
一
・
一
・
一
・
二―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

一
三
四
ａ
）

一
、
四
三
〇

（
三
）
　
一
・
一
・
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

一
四
三
）

三
五
三

（
四
）
　
一
・
一
・
一
・
三
・
三―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
四
五
ｆ
ａ
）

一
、
〇
三
〇

（
五
）
　
一
・
一
・
一
・
三
・
三―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
ブ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

三
六
五
ｍ
ｆ
ｃ
）

七
九
四

（
六
）
　
一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
三
・
三―

ヘ
プ
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
二
七
ｅ
ａ
）

三
、
二
二
〇

（
七
）
　
一
・
一
・
一
・
二
・
二
・
三―

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
三
六
ｃ
ｂ
）

一
、
三
四
〇

（
八
）
　
一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
三―

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
三
六
ｅ
ａ
）

一
、
三
七
〇

（
九
）
　
一
・
一
・
一
・
三
・
三
・
三―

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
三
六
ｆ
ａ
）

九
、
八
一
〇

（
一
〇
）
　
一
・
一
・
二
・
二
・
三―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
四
五
ｃ
ａ
）

六
九
三

（
一
一
）
　
一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
四
・
四
・
五
・
五
・
五―

デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

四
三―

一
〇
ｍ
ｅ
ｅ
）

一
、
六
四
〇

（
一
二
）
　
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

三
二
）

六
七
五

（
一
三
）
　
一
・
一
・
一
・
二
・
二―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

一
二
五
）

三
、
五
〇
〇

（
一
四
）
　
一
・
一
・
一―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

一
四
三
ａ
）

四
、
四
七
〇

（
一
五
）
　
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

四
一
）

九
二

（
一
六
）
　
一
・
二―

ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

一
五
二
）

五
三

（
一
七
）
　
一
・
一―

ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―
一
五
二
ａ
）

一
二
四

二
　
議
定
書
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
Ｉ

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ―

二
三
）

一
四
、
八
〇
〇

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

特
定
物
質
等

用
途

一
　
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
（
一
）
　
試
験
研
究

（
二
）
　
分
析

二
　
別
表
第
一
の
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
（
一
）
　
試
験
研
究

（
二
）
　
分
析

三
　
四
塩
化
炭
素

（
一
）
　
試
験
研
究

（
二
）
　
分
析

四
　
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

（
一
）
　
試
験
研
究

（
二
）
　
分
析

五
　
別
表
第
一
の
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
（
一
）
　
試
験
研
究
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（
二
）
　
分
析

六
　
別
表
第
一
の
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
物
質
（
一
）
　
試
験
研
究

（
二
）
　
分
析

七
　
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

（
一
）
　
試
験
研
究

（
二
）
　
分
析

八
　
臭
化
メ
チ
ル

（
一
）
　
貨
物
の
輸
出
入
に
際
し
て
行
う
検
疫

（
二
）
　
大
気
中
の
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
又
は
物
品
若
し
く
は
植
物
に
混
入
し
、
若
し
く
は
付
着
し
て
い
る
臭
化
メ
チ
ル
の
量
の
測
定

（
三
）
　
（
二
）
の
測
定
に
用
い
る
計
量
器
の
校
正

（
四
）
　
試
験
研
究
（
臭
化
メ
チ
ル
の
毒
性
に
関
す
る
も
の
、
臭
化
メ
チ
ル
の
使
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
臭
化
メ
チ
ル
に
代
替
す
る
物
質
の
使
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
と
の

比
較
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
（
試
験
研
究
施
設
の
建
物
内
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
臭
化
メ
チ
ル
を
物
質
の
合
成
の
実
験
の
た
め
の
試
薬
と
し
て
使
用
す
る
も
の

（
当
該
臭
化
メ
チ
ル
が
破
壊
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

6


